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１ 大規模小売店舗立地法の目的 

 

(1)  目的 

 大規模小売店舗は、日常的に利用される不特定多数の来客、来車、大規模な物流等

を伴うため、周辺の生活環境に影響を及ぼす可能性を有する施設です。 

このため、大規模小売店舗立地法（以下、「立地法」という。）は、大規模小売店舗

の設置者が配慮すべき事項として大規模小売店舗の立地に伴う交通渋滞、騒音、廃棄

物等に関する事項を定め、大型店と地域社会との融和を図ることを目的としています。 

 

(2)  法の制定経緯 

    立地法は、「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律（以下、

「旧大店法」という。）に代わり、平成１０年６月３日に公布、平成１２年６月１日に

施行されました。 

これは、大規模小売店舗の出店について、規制緩和や地方分権の大きな流れのなか、

近隣住民の生活環境上の問題への対応や計画的な地域づくりの推進といった新たな社

会要請に応える必要が生じたことから、旧大店法に基づく商業の需給調整としての経

済的規制を廃止し、新たに立地法を制定することとしたものです。 

  

＜旧大店法と立地法の制度比較（抜粋）＞ 

 

(3)  大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき指針 

大規模小売店舗の設置等については、その周辺の地域の生活環境の保持を通じた小

売業の健全な発展を図る観点から、立地法４条に基づく「大規模小売店舗を設置する

者が配慮すべき事項に関する指針」（以下、「指針」という。）が定められています。 

    指針では、「設置する者が配慮すべき基本的な事項」及び「大規模小売店舗の施設の

配置及び運営に関する事項」が示されています。 

   なお、指針については、平成１７年３月に改定（同年１０月施行）、平成１９年２

月（同年７月施行）に再改定されています。 

 

 

 旧大店法 立地法 

法律の目的 小売業の事業活動の調整 大型店設置者の適正な配慮の確保 

対象業種 小売業を営む者 小売業を行う者（生協・農協を追加）

基準面積 

 

500 ㎡を超える店舗 

（１種 3,000 ㎡以上２種 3,000 ㎡

未満 ※23 区 6,000 ㎡） 

1,000 ㎡を超える大型店 

届出義務者 大型店設置者及び小売業者 大型店設置者（建物所有者） 

届出事項 

 

① 開店日 

② 店舗面積 

③ 閉店時刻 

④ 休業日数 

① 小売業者に関する事項 

② 新設日 

③ 店舗面積の合計 

④ 施設の配置に関する事項 

⑤ 施設の運営方法に関する事項 

適用主体 １種（国）、２種（都道府県） 都道府県又は政令指定都市 
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(4)  都の規程について 

    東京都では、立地法の運用にあたり「東京都大規模小売店舗立地法の運用に関する

要綱」を定めています。 

 

 

 

２ 立地法の対象、届出者、用語の定義等 

 

(1)  対象となる大規模小売店舗 

   対象となる「大規模小売店舗」とは、「一の建物」であって、その建物内の「店舗面

積」の合計が 1,000 平方メートルを超える店舗です。 

 
(2)  設置者（届出者） 

    「設置者」とは、大規模小売店舗を新設する者又は既に設置し変更等を行う者で、

建物の所有者です。賃借権、使用貸借による権利等を有する者は含みません。 
   なお、設置者が複数いる場合は連名で届出を行います。 
 
(3)  大規模小売店舗の設置 

   新しい建物を建設し店舗面積が 1,000 平方メートルを超える場合、既存の建物を増

築して店舗部分を増加することにより店舗面積が 1,000 平方メートルを超える場合、

又は既存の建物は何ら増築しなくともその全部又は一部の用途を変更し店舗面積が

1,000 平方メートルを超える場合をいいます。 
 

(4)  店舗面積 

   小売業を行うための店舗の用に供される床面積をいいます。店舗面積に含まれる部

分及び含まない部分については、「(6) 店舗面積の範囲」のとおりです。 
 
(5)  その他の用語の定義 

 

＜小売業＞ 

   日本標準産業分類に定める小売業をいい、物品加工修理業（洋服のイージーオーダ

ー、ワイシャツの委託加工等）を含めます。 
 

＜小売業を行う＞ 

   物品を継続反復して消費者に販売する行為が、その業務の主たる部分を占めるもの

をいいます。営利目的を持って行うか否かを問いません。従って旧大店法で届出不要

であった生協や農協の店舗も立地法では届出の対象となります。 

 

① 小売業者でない者が、個展やバザー等において一回限りの販売を行うことは「継

続反復して」行うことになりませんが、初めての販売でも継続反復の意思があれ

ば「小売業を行う」に該当します。 

② カタログコーナー等直接物品を展示していない場合であっても、その場所で販売

契約が締結されている場合は、「小売業を行う」に該当します。 

③ 飲食店業における持ち帰り品の販売、旅行斡旋業における時刻表の販売等、サー

ビス提供事業における物品の販売は、その販売が、客観的にみて当該サービス提

供事業の付随的な業務と認められる場合は、「小売業を行う」には該当しません。 

④ 会員制販売であっても、最終消費者への販売行為と認められる場合には、「小売

業を行う」と解されます。 
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(6)  店舗面積の範囲 

 

ア 店舗面積に含まれる部分 

部分名 定 義 

① 売場 直接物品販売の用に供する部分をいい、店舗面積に含む。 

ショーケース等直接物品販売の用に供する施設に隣接し、顧客が商

品の購入又は商品の選定等のために使用する部分（壁等により売場と

明確に区切られていない売場間の通路を含む。）は、売場とみなす。 

② ショーウインド 

 

ショーウインドは、店舗面積に含む。ただし、階段の壁に設けられたは

め込み式のショーウインドは、店舗面積に含まない。 

③ ショールーム等 ショールーム、モデルルーム等の商品の展示又は実演の用に供する施

設をいい、店舗面積に含む。 

④ サービス施設 手荷物一時預り所､買物品発送等承り所､買物相談所､店内案内所そ

の他顧客に対するサービス施設をいい､店舗面積に含む。 

⑤ 物品の加工修

理 場 の う ち 顧

客から引受(引

渡 を 含 む ｡ ) の

用に直接供 す

る部分 

カメラ、時計、眼鏡、靴、その他の物品の加工又は修理の顧客からの

引受（加工又は修理のための物品の引渡を含む｡)の用に直接供する

部分をいい、店舗面積に含む。当該部分が加工又は修理を行う場所

と間仕切り等で区分されていないものであるときは、その全部を店舗面

積に含む。 

 

イ 店舗面積に含まない部分 

部分名 定 義 

① 階段 上り階段及び下り階段とも最初の段鼻（踏み面の先端）の線で区分し、

踊り場及び階段と階段に挟まれた吹抜きの部分を含むものをいい、店

舗面積に含まない。また、階段の周辺に防災用のシャッター等がある

場合は、当該シャッター等と最初の段鼻、壁、柱等によって囲まれる部

分は、当該部分を直接小売業の用に供さないことを前提に階段部分と

みなし、店舗面積に含まない。 

② エスカレーター エスカレーター装置(附属部分を含む｡)部分をいい、店舗面積に含ま

ない。また、エスカレーターの周辺に防災用のシャッター等がある場合

は、当該シャッター等によって囲まれる部分及び吹抜きの部分は、当該

部分を直接小売業の用に供さないことを前提にエスカレーター部分と

みなし、店舗面積に含まない。 

③ エレベーター エレベーターの乗降口の扉の線で区分し、店舗面積に含まない。 

また、エレベーターの周辺に防災用のシャッター等がある場合は、当該

部分を直接小売業の用に供さないことを前提にエレベーター部分とみ

なし、店舗面積に含まない。 

④ 売場間通路及

び連絡通路 

壁等により売場と明確に区分された売場として利用し得ない通路、建

物と建物を結ぶため道路等の上空に設けられた渡り廊下、地下道その

他の連絡通路をいい、当該部分を直接小売業の用に供さないことを前

提に、店舗面積に含まない。また、上記の通路の周辺に防災用のシャ

ッター等がある場合は、当該シャッター等によって囲まれる部分は、当

 

 

＜小売業を行うための店舗＞ 

   小売業を行うための建物（土地に定着する工作物又は地下若しくは高架の工作物の

うち、屋根及び柱、若しくは壁を有するものをいう。）であって、その場所に客を来集

させて小売業を行うための用に直接供されるものをいいます。 

   なお、同一の店舗で小売業と小売業以外を行っている場合は、それぞれの用に供す

る部分が明確に区分できない限り、その店舗の全てが「小売業を行うための店舗」に

該当することになります。 

   また、通常、店舗以外の用途に供されている建物であって、非恒常的に店舗を開設

する場合については、原則として小売業を行う日数が年間６０日以内であれば「小売

業を行うための店舗」に該当しません。 

 
＜床面積＞ 

   建築基準法の用語によることとし、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の

中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。 

 
＜一の建物＞ 

「一の建物」とは、次のものをいいます。 

①  屋根、柱又は壁を共通にする建物（当該建物が公共の用に供される道路その

他の施設によって二以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれ

ぞれの部分） 

※ 屋根、柱又は壁を共有する建物は一の建物であるとするものです。他方、駅の

両端にそれぞれショッピングセンターがある場合等、屋根などが繋がっていて

も、実質的にみて一体でない場合は、一の建物にはなりません。 

※ 「公共の用に供される道路その他の施設部分」とは、実態的に判断して、次の

ようなものをいいます。 

・ 買物客以外の通行人が相当数を占めるもの 

・ 周辺の商店の営業時間以外（開店時刻以前又は閉店時刻以降）も通行可能であ

るもの 
②  通路によって接続され、機能が一体となっている二以上の建物 

※ 別々の建物であっても、通路によって接続され機能が一体となっている場合は

一の建物とするものです。 

※ 地上の建物と地下街が接続している場合については、原則として次のように解

します。 

・ 地上の建物とその地下部分は一の建物として扱う。 
・ 上記の地下部分からさらに地下街に直接つながっている場合には、原則として

別個の建物とするが、建物の構造、営業主体、営業方法等からみて機能的に同

一と認められるものは、一の建物として扱う。 
③  一の建物と、附属建物を併せたもの 
※ 一の建物に附属建物がある場合は、これを併せたものを一の建物とするもので

す。 
※ 附属建物とは、同一敷地又は隣接する敷地内にある他の建物との間に、建物の

構造、主たる建物との関係等からみて機能的に不可分の関係があると認められ

る建物をいい、所有、管理の主体が同一人であるか否かを問いません。 
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(6)  店舗面積の範囲 

 

ア 店舗面積に含まれる部分 

部分名 定 義 

① 売場 直接物品販売の用に供する部分をいい、店舗面積に含む。 

ショーケース等直接物品販売の用に供する施設に隣接し、顧客が商

品の購入又は商品の選定等のために使用する部分（壁等により売場と

明確に区切られていない売場間の通路を含む。）は、売場とみなす。 

② ショーウインド 

 

ショーウインドは、店舗面積に含む。ただし、階段の壁に設けられたは

め込み式のショーウインドは、店舗面積に含まない。 

③ ショールーム等 ショールーム、モデルルーム等の商品の展示又は実演の用に供する施

設をいい、店舗面積に含む。 

④ サービス施設 手荷物一時預り所､買物品発送等承り所､買物相談所､店内案内所そ

の他顧客に対するサービス施設をいい､店舗面積に含む。 

⑤ 物品の加工修

理 場 の う ち 顧

客から引受(引

渡 を 含 む ｡ ) の

用に直接供 す

る部分 

カメラ、時計、眼鏡、靴、その他の物品の加工又は修理の顧客からの

引受（加工又は修理のための物品の引渡を含む｡)の用に直接供する

部分をいい、店舗面積に含む。当該部分が加工又は修理を行う場所

と間仕切り等で区分されていないものであるときは、その全部を店舗面

積に含む。 

 

イ 店舗面積に含まない部分 

部分名 定 義 

① 階段 上り階段及び下り階段とも最初の段鼻（踏み面の先端）の線で区分し、

踊り場及び階段と階段に挟まれた吹抜きの部分を含むものをいい、店

舗面積に含まない。また、階段の周辺に防災用のシャッター等がある

場合は、当該シャッター等と最初の段鼻、壁、柱等によって囲まれる部

分は、当該部分を直接小売業の用に供さないことを前提に階段部分と

みなし、店舗面積に含まない。 

② エスカレーター エスカレーター装置(附属部分を含む｡)部分をいい、店舗面積に含ま

ない。また、エスカレーターの周辺に防災用のシャッター等がある場合

は、当該シャッター等によって囲まれる部分及び吹抜きの部分は、当該

部分を直接小売業の用に供さないことを前提にエスカレーター部分と

みなし、店舗面積に含まない。 

③ エレベーター エレベーターの乗降口の扉の線で区分し、店舗面積に含まない。 

また、エレベーターの周辺に防災用のシャッター等がある場合は、当該

部分を直接小売業の用に供さないことを前提にエレベーター部分とみ

なし、店舗面積に含まない。 

④ 売場間通路及

び連絡通路 

壁等により売場と明確に区分された売場として利用し得ない通路、建

物と建物を結ぶため道路等の上空に設けられた渡り廊下、地下道その

他の連絡通路をいい、当該部分を直接小売業の用に供さないことを前

提に、店舗面積に含まない。また、上記の通路の周辺に防災用のシャ

ッター等がある場合は、当該シャッター等によって囲まれる部分は、当

 

 

＜小売業を行うための店舗＞ 

   小売業を行うための建物（土地に定着する工作物又は地下若しくは高架の工作物の

うち、屋根及び柱、若しくは壁を有するものをいう。）であって、その場所に客を来集

させて小売業を行うための用に直接供されるものをいいます。 

   なお、同一の店舗で小売業と小売業以外を行っている場合は、それぞれの用に供す

る部分が明確に区分できない限り、その店舗の全てが「小売業を行うための店舗」に

該当することになります。 

   また、通常、店舗以外の用途に供されている建物であって、非恒常的に店舗を開設

する場合については、原則として小売業を行う日数が年間６０日以内であれば「小売

業を行うための店舗」に該当しません。 

 
＜床面積＞ 

   建築基準法の用語によることとし、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の

中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。 

 
＜一の建物＞ 

「一の建物」とは、次のものをいいます。 

①  屋根、柱又は壁を共通にする建物（当該建物が公共の用に供される道路その

他の施設によって二以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれ

ぞれの部分） 

※ 屋根、柱又は壁を共有する建物は一の建物であるとするものです。他方、駅の

両端にそれぞれショッピングセンターがある場合等、屋根などが繋がっていて

も、実質的にみて一体でない場合は、一の建物にはなりません。 

※ 「公共の用に供される道路その他の施設部分」とは、実態的に判断して、次の

ようなものをいいます。 

・ 買物客以外の通行人が相当数を占めるもの 

・ 周辺の商店の営業時間以外（開店時刻以前又は閉店時刻以降）も通行可能であ

るもの 
②  通路によって接続され、機能が一体となっている二以上の建物 

※ 別々の建物であっても、通路によって接続され機能が一体となっている場合は

一の建物とするものです。 

※ 地上の建物と地下街が接続している場合については、原則として次のように解

します。 

・ 地上の建物とその地下部分は一の建物として扱う。 
・ 上記の地下部分からさらに地下街に直接つながっている場合には、原則として

別個の建物とするが、建物の構造、営業主体、営業方法等からみて機能的に同

一と認められるものは、一の建物として扱う。 
③  一の建物と、附属建物を併せたもの 
※ 一の建物に附属建物がある場合は、これを併せたものを一の建物とするもので

す。 
※ 附属建物とは、同一敷地又は隣接する敷地内にある他の建物との間に、建物の

構造、主たる建物との関係等からみて機能的に不可分の関係があると認められ

る建物をいい、所有、管理の主体が同一人であるか否かを問いません。 
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(6)  店舗面積の範囲 

 

ア 店舗面積に含まれる部分 

部分名 定 義 

① 売場 直接物品販売の用に供する部分をいい、店舗面積に含む。 

ショーケース等直接物品販売の用に供する施設に隣接し、顧客が商

品の購入又は商品の選定等のために使用する部分（壁等により売場と

明確に区切られていない売場間の通路を含む。）は、売場とみなす。 

② ショーウインド 

 

ショーウインドは、店舗面積に含む。ただし、階段の壁に設けられたは

め込み式のショーウインドは、店舗面積に含まない。 

③ ショールーム等 ショールーム、モデルルーム等の商品の展示又は実演の用に供する施

設をいい、店舗面積に含む。 

④ サービス施設 手荷物一時預り所､買物品発送等承り所､買物相談所､店内案内所そ

の他顧客に対するサービス施設をいい､店舗面積に含む。 

⑤ 物品の加工修

理 場 の う ち 顧

客から引受(引

渡 を 含 む ｡ ) の

用に直接供 す

る部分 

カメラ、時計、眼鏡、靴、その他の物品の加工又は修理の顧客からの

引受（加工又は修理のための物品の引渡を含む｡)の用に直接供する

部分をいい、店舗面積に含む。当該部分が加工又は修理を行う場所

と間仕切り等で区分されていないものであるときは、その全部を店舗面

積に含む。 

 

イ 店舗面積に含まない部分 

部分名 定 義 

① 階段 上り階段及び下り階段とも最初の段鼻（踏み面の先端）の線で区分し、

踊り場及び階段と階段に挟まれた吹抜きの部分を含むものをいい、店

舗面積に含まない。また、階段の周辺に防災用のシャッター等がある

場合は、当該シャッター等と最初の段鼻、壁、柱等によって囲まれる部

分は、当該部分を直接小売業の用に供さないことを前提に階段部分と

みなし、店舗面積に含まない。 

② エスカレーター エスカレーター装置(附属部分を含む｡)部分をいい、店舗面積に含ま

ない。また、エスカレーターの周辺に防災用のシャッター等がある場合

は、当該シャッター等によって囲まれる部分及び吹抜きの部分は、当該

部分を直接小売業の用に供さないことを前提にエスカレーター部分と

みなし、店舗面積に含まない。 

③ エレベーター エレベーターの乗降口の扉の線で区分し、店舗面積に含まない。 

また、エレベーターの周辺に防災用のシャッター等がある場合は、当該

部分を直接小売業の用に供さないことを前提にエレベーター部分とみ

なし、店舗面積に含まない。 

④ 売場間通路及

び連絡通路 

壁等により売場と明確に区分された売場として利用し得ない通路、建

物と建物を結ぶため道路等の上空に設けられた渡り廊下、地下道その

他の連絡通路をいい、当該部分を直接小売業の用に供さないことを前

提に、店舗面積に含まない。また、上記の通路の周辺に防災用のシャ

ッター等がある場合は、当該シャッター等によって囲まれる部分は、当

 

 

＜小売業を行うための店舗＞ 

   小売業を行うための建物（土地に定着する工作物又は地下若しくは高架の工作物の

うち、屋根及び柱、若しくは壁を有するものをいう。）であって、その場所に客を来集

させて小売業を行うための用に直接供されるものをいいます。 

   なお、同一の店舗で小売業と小売業以外を行っている場合は、それぞれの用に供す

る部分が明確に区分できない限り、その店舗の全てが「小売業を行うための店舗」に

該当することになります。 

   また、通常、店舗以外の用途に供されている建物であって、非恒常的に店舗を開設

する場合については、原則として小売業を行う日数が年間６０日以内であれば「小売

業を行うための店舗」に該当しません。 

 
＜床面積＞ 

   建築基準法の用語によることとし、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の

中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。 

 
＜一の建物＞ 

「一の建物」とは、次のものをいいます。 

①  屋根、柱又は壁を共通にする建物（当該建物が公共の用に供される道路その

他の施設によって二以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれ

ぞれの部分） 

※ 屋根、柱又は壁を共有する建物は一の建物であるとするものです。他方、駅の

両端にそれぞれショッピングセンターがある場合等、屋根などが繋がっていて

も、実質的にみて一体でない場合は、一の建物にはなりません。 

※ 「公共の用に供される道路その他の施設部分」とは、実態的に判断して、次の

ようなものをいいます。 

・ 買物客以外の通行人が相当数を占めるもの 

・ 周辺の商店の営業時間以外（開店時刻以前又は閉店時刻以降）も通行可能であ

るもの 
②  通路によって接続され、機能が一体となっている二以上の建物 

※ 別々の建物であっても、通路によって接続され機能が一体となっている場合は

一の建物とするものです。 

※ 地上の建物と地下街が接続している場合については、原則として次のように解

します。 

・ 地上の建物とその地下部分は一の建物として扱う。 
・ 上記の地下部分からさらに地下街に直接つながっている場合には、原則として

別個の建物とするが、建物の構造、営業主体、営業方法等からみて機能的に同

一と認められるものは、一の建物として扱う。 
③  一の建物と、附属建物を併せたもの 
※ 一の建物に附属建物がある場合は、これを併せたものを一の建物とするもので

す。 
※ 附属建物とは、同一敷地又は隣接する敷地内にある他の建物との間に、建物の

構造、主たる建物との関係等からみて機能的に不可分の関係があると認められ

る建物をいい、所有、管理の主体が同一人であるか否かを問いません。 
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(6)  店舗面積の範囲 

 

ア 店舗面積に含まれる部分 

部分名 定 義 

① 売場 直接物品販売の用に供する部分をいい、店舗面積に含む。 

ショーケース等直接物品販売の用に供する施設に隣接し、顧客が商

品の購入又は商品の選定等のために使用する部分（壁等により売場と

明確に区切られていない売場間の通路を含む。）は、売場とみなす。 

② ショーウインド 

 

ショーウインドは、店舗面積に含む。ただし、階段の壁に設けられたは

め込み式のショーウインドは、店舗面積に含まない。 

③ ショールーム等 ショールーム、モデルルーム等の商品の展示又は実演の用に供する施

設をいい、店舗面積に含む。 

④ サービス施設 手荷物一時預り所､買物品発送等承り所､買物相談所､店内案内所そ

の他顧客に対するサービス施設をいい､店舗面積に含む。 

⑤ 物品の加工修

理 場 の う ち 顧

客から引受(引

渡 を 含 む ｡ ) の

用に直接供 す

る部分 

カメラ、時計、眼鏡、靴、その他の物品の加工又は修理の顧客からの

引受（加工又は修理のための物品の引渡を含む｡)の用に直接供する

部分をいい、店舗面積に含む。当該部分が加工又は修理を行う場所

と間仕切り等で区分されていないものであるときは、その全部を店舗面

積に含む。 

 

イ 店舗面積に含まない部分 

部分名 定 義 

① 階段 上り階段及び下り階段とも最初の段鼻（踏み面の先端）の線で区分し、

踊り場及び階段と階段に挟まれた吹抜きの部分を含むものをいい、店

舗面積に含まない。また、階段の周辺に防災用のシャッター等がある

場合は、当該シャッター等と最初の段鼻、壁、柱等によって囲まれる部

分は、当該部分を直接小売業の用に供さないことを前提に階段部分と

みなし、店舗面積に含まない。 

② エスカレーター エスカレーター装置(附属部分を含む｡)部分をいい、店舗面積に含ま

ない。また、エスカレーターの周辺に防災用のシャッター等がある場合

は、当該シャッター等によって囲まれる部分及び吹抜きの部分は、当該

部分を直接小売業の用に供さないことを前提にエスカレーター部分と

みなし、店舗面積に含まない。 

③ エレベーター エレベーターの乗降口の扉の線で区分し、店舗面積に含まない。 

また、エレベーターの周辺に防災用のシャッター等がある場合は、当該

部分を直接小売業の用に供さないことを前提にエレベーター部分とみ

なし、店舗面積に含まない。 

④ 売場間通路及

び連絡通路 

壁等により売場と明確に区分された売場として利用し得ない通路、建

物と建物を結ぶため道路等の上空に設けられた渡り廊下、地下道その

他の連絡通路をいい、当該部分を直接小売業の用に供さないことを前

提に、店舗面積に含まない。また、上記の通路の周辺に防災用のシャ

ッター等がある場合は、当該シャッター等によって囲まれる部分は、当

 

 

＜小売業を行うための店舗＞ 

   小売業を行うための建物（土地に定着する工作物又は地下若しくは高架の工作物の

うち、屋根及び柱、若しくは壁を有するものをいう。）であって、その場所に客を来集

させて小売業を行うための用に直接供されるものをいいます。 

   なお、同一の店舗で小売業と小売業以外を行っている場合は、それぞれの用に供す

る部分が明確に区分できない限り、その店舗の全てが「小売業を行うための店舗」に
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該部分を直接小売業の用に供さないことを前提に通路とみなし、店舗

面積に含まない。 

⑤ 文化催場 展覧会等の文化催しのみの用に供し、又は供させる場所であって、間

仕切り等で区分された部分をいい、店舗面積に含まない。 

⑥ 休憩室 客室休憩室又は喫煙室その他これに類する施設であって、間仕切り

等で区分された部分をいい、店舗面積に含まない。 

⑦ 公衆電話室 公衆電話室であって、間仕切り等で区分された部分をいい、店舗面積

に含まない。 

⑧ 便所 便所の出入口の線 (専用の通路がある場合は、その出入口の線）で

他と区分し、店舗面積に含まない。 

⑨ 外商事務室等 外商または常得意先に対する業務のみを行う場所であって、間仕切り

等で区分された部分をいい、店舗面積に含まない。 

⑩ 事務室・ 

荷扱い所 

事務室、荷扱い所、倉庫、機械室、従業員施設等顧客の来集を目的

としない施設であって、間仕切り等で区分された部分をいい、店舗面積

に含まない。 

⑪ 食堂等 食堂、喫茶室等をいい、店舗面積に含まない。 

⑫ 塔屋 エレベーター室、階段室、物見塔、広告塔等屋上に突き出した部分を

いい、店舗面積に含まない。ただし、物品販売を行う部分は、売場とし

て取り扱うものとする。 

⑬ 屋上 塔屋を除いた屋上部分をいい、店舗面積に含まない。ただし、物品販

売を行う部分は、売場として取り扱うものとする。 

⑭ はね出し下 

   ・軒下等 

建物のはね出し下、ひさし、軒下等の部分をいい店舗面積に含まな

い。ただし、はね出し下等において、展示販売、ワゴン等による各種商

品の販売又は自動販売機を設置して飲食料品等の販売を行っている

部分は、売場として取り扱うものとする。 

(注） 表中下線部分は、旧大店法における店舗面積の定義と表現が異なる部分なので、対応

関係に留意する必要がある。 

※ 「間仕切り」について 

          間仕切りは、原則として壁、棚、扉等固定したものとする。 

※ 「塔屋」と「普通階」の区別について 

          建築基準法施行令第二条第一項第八号により階数の算定法が定められているが、

立地法の運用においては、屋上の突き出し部分が建築面積の１／８を超えている程度

の場合に塔屋として取り扱うものとする。 

また、上記の建築面積とは、上記施行令第二条第一項第二号の規定による「建築

物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の

中心線 (軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距

離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル

後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。」に準ずるものとする。 

 
＜店舗面積等について＞ 

店舗面積は、立地法の対象かどうかの基本となりますので、建物を計画する際に不明な

点や解釈に迷う点がありましたら、必ず事前に相談してください。また、一の建物の考え

方など、建築基準法の考え方とは異なりますので注意してください。 
※経済産業省ホームページに事例の回答集が掲載されています。参照してください。 

 

３ 立地法に基づく届出事項、開店等の制限 

 

(1)  届出を要する事項、要しない事項 

 

法に基づく届出が必要な事項、届出を要しない事項は下記のとおりです。 

 

ア 届出を要する事項 

新設：法５条１項 

変更：法６条１項（下記①、②の変更）、法６条２項（下記③～⑥の変更） 

変更：法附則５条１項 

 

① 大規模小売店舗の名称及び所在地 

② 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者

の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

③ 大規模小売店舗の新設をする日 

④ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

⑤ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

・ 駐車場の位置及び収容台数 

・ 駐輪場の位置及び収容台数 

・ 荷さばき施設の位置及び面積 

・ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

⑥ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

・ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

・ 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

・ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

・ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

 

イ 届出を要しない変更（施行規則７条） 

（ただし、既存店が下記④～⑨の変更をしようとするときは、届出が必要） 

「既存店」とは 

法附則５条１項に規定されている「この法律の施行の際現に大規模小売店舗を設

置している者」をいいます。 

具体的には、法施行日である平成１２年６月１日現在、 

① 店舗面積が 1,000 ㎡超の大型店の建物所有者 

② 店舗面積が 1,000 ㎡超の生協、農協の建物所有者 

  が該当し、法施行日以降、最初に法５条１項４号から６号までに掲げる事項の変

更を行う場合は、「法附則５条１項による変更の届出」が必要となります。 

なお、店舗面積 1,000 ㎡以下の店舗（農協、生協を含む）の建物所有者が、法施

行日以降、法５条１項４号（店舗面積を 1,000 ㎡超）の変更を行う場合は、「法５条

１項の新設の届出」となります。 

 

① 当該変更が一時的なもの  

② 大規模小売店舗の新設をする日の繰下げを行うもの 

③ 都道府県が立地法８条４項の規定により意見を有しない旨を通知した場合にお
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該部分を直接小売業の用に供さないことを前提に通路とみなし、店舗

面積に含まない。 

⑤ 文化催場 展覧会等の文化催しのみの用に供し、又は供させる場所であって、間

仕切り等で区分された部分をいい、店舗面積に含まない。 

⑥ 休憩室 客室休憩室又は喫煙室その他これに類する施設であって、間仕切り

等で区分された部分をいい、店舗面積に含まない。 

⑦ 公衆電話室 公衆電話室であって、間仕切り等で区分された部分をいい、店舗面積

に含まない。 

⑧ 便所 便所の出入口の線 (専用の通路がある場合は、その出入口の線）で

他と区分し、店舗面積に含まない。 

⑨ 外商事務室等 外商または常得意先に対する業務のみを行う場所であって、間仕切り

等で区分された部分をいい、店舗面積に含まない。 

⑩ 事務室・ 

荷扱い所 

事務室、荷扱い所、倉庫、機械室、従業員施設等顧客の来集を目的

としない施設であって、間仕切り等で区分された部分をいい、店舗面積

に含まない。 

⑪ 食堂等 食堂、喫茶室等をいい、店舗面積に含まない。 

⑫ 塔屋 エレベーター室、階段室、物見塔、広告塔等屋上に突き出した部分を

いい、店舗面積に含まない。ただし、物品販売を行う部分は、売場とし

て取り扱うものとする。 

⑬ 屋上 塔屋を除いた屋上部分をいい、店舗面積に含まない。ただし、物品販

売を行う部分は、売場として取り扱うものとする。 

⑭ はね出し下 

   ・軒下等 

建物のはね出し下、ひさし、軒下等の部分をいい店舗面積に含まな

い。ただし、はね出し下等において、展示販売、ワゴン等による各種商

品の販売又は自動販売機を設置して飲食料品等の販売を行っている

部分は、売場として取り扱うものとする。 

(注） 表中下線部分は、旧大店法における店舗面積の定義と表現が異なる部分なので、対応

関係に留意する必要がある。 

※ 「間仕切り」について 

          間仕切りは、原則として壁、棚、扉等固定したものとする。 

※ 「塔屋」と「普通階」の区別について 

          建築基準法施行令第二条第一項第八号により階数の算定法が定められているが、

立地法の運用においては、屋上の突き出し部分が建築面積の１／８を超えている程度

の場合に塔屋として取り扱うものとする。 

また、上記の建築面積とは、上記施行令第二条第一項第二号の規定による「建築

物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の

中心線 (軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距

離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル

後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。」に準ずるものとする。 

 
＜店舗面積等について＞ 

店舗面積は、立地法の対象かどうかの基本となりますので、建物を計画する際に不明な

点や解釈に迷う点がありましたら、必ず事前に相談してください。また、一の建物の考え

方など、建築基準法の考え方とは異なりますので注意してください。 
※経済産業省ホームページに事例の回答集が掲載されています。参照してください。 

 

３ 立地法に基づく届出事項、開店等の制限 

 

(1)  届出を要する事項、要しない事項 

 

法に基づく届出が必要な事項、届出を要しない事項は下記のとおりです。 

 

ア 届出を要する事項 

新設：法５条１項 

変更：法６条１項（下記①、②の変更）、法６条２項（下記③～⑥の変更） 

変更：法附則５条１項 

 

① 大規模小売店舗の名称及び所在地 

② 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者

の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

③ 大規模小売店舗の新設をする日 

④ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

⑤ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

・ 駐車場の位置及び収容台数 

・ 駐輪場の位置及び収容台数 

・ 荷さばき施設の位置及び面積 

・ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

⑥ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

・ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

・ 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

・ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

・ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

 

イ 届出を要しない変更（施行規則７条） 

（ただし、既存店が下記④～⑨の変更をしようとするときは、届出が必要） 

「既存店」とは 

法附則５条１項に規定されている「この法律の施行の際現に大規模小売店舗を設

置している者」をいいます。 

具体的には、法施行日である平成１２年６月１日現在、 

① 店舗面積が 1,000 ㎡超の大型店の建物所有者 

② 店舗面積が 1,000 ㎡超の生協、農協の建物所有者 

  が該当し、法施行日以降、最初に法５条１項４号から６号までに掲げる事項の変

更を行う場合は、「法附則５条１項による変更の届出」が必要となります。 

なお、店舗面積 1,000 ㎡以下の店舗（農協、生協を含む）の建物所有者が、法施

行日以降、法５条１項４号（店舗面積を 1,000 ㎡超）の変更を行う場合は、「法５条

１項の新設の届出」となります。 

 

① 当該変更が一時的なもの  

② 大規模小売店舗の新設をする日の繰下げを行うもの 

③ 都道府県が立地法８条４項の規定により意見を有しない旨を通知した場合にお
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該部分を直接小売業の用に供さないことを前提に通路とみなし、店舗

面積に含まない。 

⑤ 文化催場 展覧会等の文化催しのみの用に供し、又は供させる場所であって、間

仕切り等で区分された部分をいい、店舗面積に含まない。 

⑥ 休憩室 客室休憩室又は喫煙室その他これに類する施設であって、間仕切り

等で区分された部分をいい、店舗面積に含まない。 

⑦ 公衆電話室 公衆電話室であって、間仕切り等で区分された部分をいい、店舗面積

に含まない。 

⑧ 便所 便所の出入口の線 (専用の通路がある場合は、その出入口の線）で

他と区分し、店舗面積に含まない。 

⑨ 外商事務室等 外商または常得意先に対する業務のみを行う場所であって、間仕切り

等で区分された部分をいい、店舗面積に含まない。 

⑩ 事務室・ 

荷扱い所 

事務室、荷扱い所、倉庫、機械室、従業員施設等顧客の来集を目的

としない施設であって、間仕切り等で区分された部分をいい、店舗面積

に含まない。 

⑪ 食堂等 食堂、喫茶室等をいい、店舗面積に含まない。 

⑫ 塔屋 エレベーター室、階段室、物見塔、広告塔等屋上に突き出した部分を

いい、店舗面積に含まない。ただし、物品販売を行う部分は、売場とし

て取り扱うものとする。 

⑬ 屋上 塔屋を除いた屋上部分をいい、店舗面積に含まない。ただし、物品販

売を行う部分は、売場として取り扱うものとする。 

⑭ はね出し下 

   ・軒下等 

建物のはね出し下、ひさし、軒下等の部分をいい店舗面積に含まな

い。ただし、はね出し下等において、展示販売、ワゴン等による各種商

品の販売又は自動販売機を設置して飲食料品等の販売を行っている

部分は、売場として取り扱うものとする。 

(注） 表中下線部分は、旧大店法における店舗面積の定義と表現が異なる部分なので、対応

関係に留意する必要がある。 

※ 「間仕切り」について 

          間仕切りは、原則として壁、棚、扉等固定したものとする。 

※ 「塔屋」と「普通階」の区別について 

          建築基準法施行令第二条第一項第八号により階数の算定法が定められているが、

立地法の運用においては、屋上の突き出し部分が建築面積の１／８を超えている程度

の場合に塔屋として取り扱うものとする。 

また、上記の建築面積とは、上記施行令第二条第一項第二号の規定による「建築

物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の

中心線 (軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距

離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル

後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。」に準ずるものとする。 

 
＜店舗面積等について＞ 

店舗面積は、立地法の対象かどうかの基本となりますので、建物を計画する際に不明な

点や解釈に迷う点がありましたら、必ず事前に相談してください。また、一の建物の考え

方など、建築基準法の考え方とは異なりますので注意してください。 
※経済産業省ホームページに事例の回答集が掲載されています。参照してください。 

 

３ 立地法に基づく届出事項、開店等の制限 

 

(1)  届出を要する事項、要しない事項 

 

法に基づく届出が必要な事項、届出を要しない事項は下記のとおりです。 

 

ア 届出を要する事項 

新設：法５条１項 

変更：法６条１項（下記①、②の変更）、法６条２項（下記③～⑥の変更） 

変更：法附則５条１項 

 

① 大規模小売店舗の名称及び所在地 

② 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者

の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

③ 大規模小売店舗の新設をする日 

④ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

⑤ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

・ 駐車場の位置及び収容台数 

・ 駐輪場の位置及び収容台数 

・ 荷さばき施設の位置及び面積 

・ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

⑥ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

・ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

・ 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

・ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

・ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

 

イ 届出を要しない変更（施行規則７条） 

（ただし、既存店が下記④～⑨の変更をしようとするときは、届出が必要） 

「既存店」とは 

法附則５条１項に規定されている「この法律の施行の際現に大規模小売店舗を設

置している者」をいいます。 

具体的には、法施行日である平成１２年６月１日現在、 

① 店舗面積が 1,000 ㎡超の大型店の建物所有者 

② 店舗面積が 1,000 ㎡超の生協、農協の建物所有者 

  が該当し、法施行日以降、最初に法５条１項４号から６号までに掲げる事項の変

更を行う場合は、「法附則５条１項による変更の届出」が必要となります。 

なお、店舗面積 1,000 ㎡以下の店舗（農協、生協を含む）の建物所有者が、法施

行日以降、法５条１項４号（店舗面積を 1,000 ㎡超）の変更を行う場合は、「法５条

１項の新設の届出」となります。 

 

① 当該変更が一時的なもの  

② 大規模小売店舗の新設をする日の繰下げを行うもの 

③ 都道府県が立地法８条４項の規定により意見を有しない旨を通知した場合にお
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駐車場、駐輪場、荷さばき施設、廃棄物等の保管施設 

 
※ 例としては、違法駐輪の防止のため、駐輪場の台数は変更せず敷地内で移動さ

せる場合などです。既存店が法附則５条１項の届出を行う場合の店舗面積の減

少も対象となります（ただし、認められない場合もありますので相談してくだ

さい）。 
 
  イ 一時的な変更 

    「一時的な変更」とは、通常予測することが困難な状況変化に対応するため、ある

いは特別な地域行事等が行われる時期において対応を図るための仮の変更をいいま

す。例えば、事故や災害時における施設の位置や開閉店時間の変更、店舗付近の道

路工事に伴う駐車場の出入口の位置の変更などがあげられます。 
 

(4)  各届出の詳細 

 

  ア 新設（法５条１項） 

大規模小売店舗を新規に設置する場合及び店舗面積が 1,000 ㎡を超える場合

（増築や増床等）の届出です。 

  イ 変更（法６条１項、法６条２項） 

法５条１項または法附則５条１項により既に立地法の届出がされている店舗

が、変更を行う場合の届出です。 

ウ 変更（法附則５条 1 項） 

立地法の施行時における既存の大規模小売店舗が、最初の変更をしようとする

場合の届出です。 

 エ 廃止（法６条５項） 

店舗面積が 1,000 ㎡以下となるとき（店舗を閉鎖するとき等）の届出です。 

なお、既存店（旧大店法の届出店舗等で法附則５条１項の届出をしていな

いもの）を廃止する場合も廃止の届出が必要となります。 

 オ 承継（法１１条３項） 

届出店舗の譲渡、相続、法人による合併（新設合併及び吸収合併）及び分

割により、建物所有者が変更になった場合の届出です（法６条１項の変更で

はありません）。 

 

(5)  届出の添付書類（法５条２項、施行規則４条） 

 

新設（法５条１項）、変更（法６条２項、法附則５条１項）の届出を行う際の添付書

類の内容が次のとおり定められています。内容としては、設置者の確認及び配慮を行

う事項の詳細又は根拠です。 

 

① 法人にあってはその登記事項証明書（個人の場合⇒住民基本台帳法による本人確認

情報：P30） 
② 主として販売する物品の種類 
③ 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置

を示す図面（建物配置図、各階平面図） 
④ 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及

 

いて、大規模小売店舗の新設をする日の繰上げを行うもの 

④ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させるもの 

    （1,000 平方メートル以下となる場合は、廃止届の提出が必要です。） 

⑤ 増床する店舗面積が、直近に行われた届出面積の合計の 10％又は 1,000 平方メ

ートルのどちらか小さい面積を超えないもの 

⑥ 駐車場又は駐輪場の収容台数を増加させるもの 

⑦ 荷さばき施設の面積を増加させるもの 

⑧ 廃棄物等の保管施設の容量を増加させるもの 

⑨ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻の繰下げ又は閉店時刻の繰

上げを行うもの 

※ 届出事項の詳細は、巻末資料（P359）を参照してください。 

 

(2)  開店等の制限 

 

届出がされた場合、次のとおり営業制限があります。（届出はその期間を加味して行

ってください。） 

 

  ア 次の届出については、届出後８か月間は新設または変更による営業はできません

（ただし、東京都が「意見なし」の通知をした場合は、この限りではありません）。 

 

○ 店舗の新設の届出（法５条１項） 

  

○ 届出事項変更の届出（法６条２項） 

・ 店舗の新設をする日 

・ 店舗面積の合計 

・ 施設の配置に関する事項 

（駐車場の位置及び収容台数、駐輪場の位置及び収容台数、 

荷さばき施設の位置及び面積、廃棄物等の保管施設の位置及び容量） 

 

○ 既存店の届出事項変更の届出（法附則５条１項） 

・ 店舗面積の合計 

・ 施設の配置に関する事項 

（駐車場の位置及び収容台数、駐輪場の位置及び収容台数、 

荷さばき施設の位置及び面積、廃棄物等の保管施設の位置及び容量） 

 

  イ 設置者が東京都の意見を踏まえ、届出事項を変更する旨の届出又は変更しない旨の

通知をしたときは、届出又は通知の日から２か月間は当該届出に係る新設または変更

による営業はできません（法８条９項）。 

 
(3)  軽微な変更、一時的な変更 

 

ア 軽微な変更（法６条４項ただし書） 

   敷地内の次の施設の位置の変更で、周辺地域の生活環境が変更前に比して変化し

ないと知事が認めたものは、８か月間を待たず、認めた日以降変更できます。 
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駐車場、駐輪場、荷さばき施設、廃棄物等の保管施設 

 
※ 例としては、違法駐輪の防止のため、駐輪場の台数は変更せず敷地内で移動さ

せる場合などです。既存店が法附則５条１項の届出を行う場合の店舗面積の減

少も対象となります（ただし、認められない場合もありますので相談してくだ

さい）。 
 
  イ 一時的な変更 

    「一時的な変更」とは、通常予測することが困難な状況変化に対応するため、ある

いは特別な地域行事等が行われる時期において対応を図るための仮の変更をいいま

す。例えば、事故や災害時における施設の位置や開閉店時間の変更、店舗付近の道

路工事に伴う駐車場の出入口の位置の変更などがあげられます。 
 

(4)  各届出の詳細 

 

  ア 新設（法５条１項） 

大規模小売店舗を新規に設置する場合及び店舗面積が 1,000 ㎡を超える場合

（増築や増床等）の届出です。 

  イ 変更（法６条１項、法６条２項） 

法５条１項または法附則５条１項により既に立地法の届出がされている店舗

が、変更を行う場合の届出です。 

ウ 変更（法附則５条 1 項） 

立地法の施行時における既存の大規模小売店舗が、最初の変更をしようとする

場合の届出です。 

 エ 廃止（法６条５項） 

店舗面積が 1,000 ㎡以下となるとき（店舗を閉鎖するとき等）の届出です。 

なお、既存店（旧大店法の届出店舗等で法附則５条１項の届出をしていな

いもの）を廃止する場合も廃止の届出が必要となります。 

 オ 承継（法１１条３項） 

届出店舗の譲渡、相続、法人による合併（新設合併及び吸収合併）及び分

割により、建物所有者が変更になった場合の届出です（法６条１項の変更で

はありません）。 

 

(5)  届出の添付書類（法５条２項、施行規則４条） 

 

新設（法５条１項）、変更（法６条２項、法附則５条１項）の届出を行う際の添付書

類の内容が次のとおり定められています。内容としては、設置者の確認及び配慮を行

う事項の詳細又は根拠です。 

 

① 法人にあってはその登記事項証明書（個人の場合⇒住民基本台帳法による本人確認

情報：P30） 
② 主として販売する物品の種類 
③ 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置

を示す図面（建物配置図、各階平面図） 
④ 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及

 

いて、大規模小売店舗の新設をする日の繰上げを行うもの 

④ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させるもの 

    （1,000 平方メートル以下となる場合は、廃止届の提出が必要です。） 

⑤ 増床する店舗面積が、直近に行われた届出面積の合計の 10％又は 1,000 平方メ

ートルのどちらか小さい面積を超えないもの 

⑥ 駐車場又は駐輪場の収容台数を増加させるもの 

⑦ 荷さばき施設の面積を増加させるもの 

⑧ 廃棄物等の保管施設の容量を増加させるもの 

⑨ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻の繰下げ又は閉店時刻の繰

上げを行うもの 

※ 届出事項の詳細は、巻末資料（P359）を参照してください。 

 

(2)  開店等の制限 

 

届出がされた場合、次のとおり営業制限があります。（届出はその期間を加味して行

ってください。） 

 

  ア 次の届出については、届出後８か月間は新設または変更による営業はできません

（ただし、東京都が「意見なし」の通知をした場合は、この限りではありません）。 

 

○ 店舗の新設の届出（法５条１項） 

  

○ 届出事項変更の届出（法６条２項） 

・ 店舗の新設をする日 

・ 店舗面積の合計 

・ 施設の配置に関する事項 

（駐車場の位置及び収容台数、駐輪場の位置及び収容台数、 

荷さばき施設の位置及び面積、廃棄物等の保管施設の位置及び容量） 

 

○ 既存店の届出事項変更の届出（法附則５条１項） 

・ 店舗面積の合計 

・ 施設の配置に関する事項 

（駐車場の位置及び収容台数、駐輪場の位置及び収容台数、 

荷さばき施設の位置及び面積、廃棄物等の保管施設の位置及び容量） 

 

  イ 設置者が東京都の意見を踏まえ、届出事項を変更する旨の届出又は変更しない旨の

通知をしたときは、届出又は通知の日から２か月間は当該届出に係る新設または変更

による営業はできません（法８条９項）。 

 
(3)  軽微な変更、一時的な変更 

 

ア 軽微な変更（法６条４項ただし書） 

   敷地内の次の施設の位置の変更で、周辺地域の生活環境が変更前に比して変化し

ないと知事が認めたものは、８か月間を待たず、認めた日以降変更できます。 
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駐車場、駐輪場、荷さばき施設、廃棄物等の保管施設 

 
※ 例としては、違法駐輪の防止のため、駐輪場の台数は変更せず敷地内で移動さ

せる場合などです。既存店が法附則５条１項の届出を行う場合の店舗面積の減

少も対象となります（ただし、認められない場合もありますので相談してくだ

さい）。 
 
  イ 一時的な変更 

    「一時的な変更」とは、通常予測することが困難な状況変化に対応するため、ある

いは特別な地域行事等が行われる時期において対応を図るための仮の変更をいいま

す。例えば、事故や災害時における施設の位置や開閉店時間の変更、店舗付近の道

路工事に伴う駐車場の出入口の位置の変更などがあげられます。 
 

(4)  各届出の詳細 

 

  ア 新設（法５条１項） 

大規模小売店舗を新規に設置する場合及び店舗面積が 1,000 ㎡を超える場合

（増築や増床等）の届出です。 

  イ 変更（法６条１項、法６条２項） 

法５条１項または法附則５条１項により既に立地法の届出がされている店舗

が、変更を行う場合の届出です。 

ウ 変更（法附則５条 1 項） 

立地法の施行時における既存の大規模小売店舗が、最初の変更をしようとする

場合の届出です。 

 エ 廃止（法６条５項） 

店舗面積が 1,000 ㎡以下となるとき（店舗を閉鎖するとき等）の届出です。 

なお、既存店（旧大店法の届出店舗等で法附則５条１項の届出をしていな

いもの）を廃止する場合も廃止の届出が必要となります。 

 オ 承継（法１１条３項） 

届出店舗の譲渡、相続、法人による合併（新設合併及び吸収合併）及び分

割により、建物所有者が変更になった場合の届出です（法６条１項の変更で

はありません）。 

 

(5)  届出の添付書類（法５条２項、施行規則４条） 

 

新設（法５条１項）、変更（法６条２項、法附則５条１項）の届出を行う際の添付書

類の内容が次のとおり定められています。内容としては、設置者の確認及び配慮を行

う事項の詳細又は根拠です。 

 

① 法人にあってはその登記事項証明書（個人の場合⇒住民基本台帳法による本人確認

情報：P30） 
② 主として販売する物品の種類 
③ 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置

を示す図面（建物配置図、各階平面図） 
④ 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及

 

いて、大規模小売店舗の新設をする日の繰上げを行うもの 

④ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させるもの 

    （1,000 平方メートル以下となる場合は、廃止届の提出が必要です。） 

⑤ 増床する店舗面積が、直近に行われた届出面積の合計の 10％又は 1,000 平方メ

ートルのどちらか小さい面積を超えないもの 

⑥ 駐車場又は駐輪場の収容台数を増加させるもの 

⑦ 荷さばき施設の面積を増加させるもの 

⑧ 廃棄物等の保管施設の容量を増加させるもの 

⑨ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻の繰下げ又は閉店時刻の繰

上げを行うもの 

※ 届出事項の詳細は、巻末資料（P359）を参照してください。 

 

(2)  開店等の制限 

 

届出がされた場合、次のとおり営業制限があります。（届出はその期間を加味して行

ってください。） 

 

  ア 次の届出については、届出後８か月間は新設または変更による営業はできません

（ただし、東京都が「意見なし」の通知をした場合は、この限りではありません）。 

 

○ 店舗の新設の届出（法５条１項） 

  

○ 届出事項変更の届出（法６条２項） 

・ 店舗の新設をする日 

・ 店舗面積の合計 

・ 施設の配置に関する事項 

（駐車場の位置及び収容台数、駐輪場の位置及び収容台数、 

荷さばき施設の位置及び面積、廃棄物等の保管施設の位置及び容量） 

 

○ 既存店の届出事項変更の届出（法附則５条１項） 

・ 店舗面積の合計 

・ 施設の配置に関する事項 

（駐車場の位置及び収容台数、駐輪場の位置及び収容台数、 

荷さばき施設の位置及び面積、廃棄物等の保管施設の位置及び容量） 

 

  イ 設置者が東京都の意見を踏まえ、届出事項を変更する旨の届出又は変更しない旨の

通知をしたときは、届出又は通知の日から２か月間は当該届出に係る新設または変更

による営業はできません（法８条９項）。 

 
(3)  軽微な変更、一時的な変更 

 

ア 軽微な変更（法６条４項ただし書） 

   敷地内の次の施設の位置の変更で、周辺地域の生活環境が変更前に比して変化し

ないと知事が認めたものは、８か月間を待たず、認めた日以降変更できます。 
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駐車場、駐輪場、荷さばき施設、廃棄物等の保管施設 
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    「一時的な変更」とは、通常予測することが困難な状況変化に対応するため、ある
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ウ 変更（法附則５条 1 項） 

立地法の施行時における既存の大規模小売店舗が、最初の変更をしようとする

場合の届出です。 

 エ 廃止（法６条５項） 

店舗面積が 1,000 ㎡以下となるとき（店舗を閉鎖するとき等）の届出です。 

なお、既存店（旧大店法の届出店舗等で法附則５条１項の届出をしていな

いもの）を廃止する場合も廃止の届出が必要となります。 

 オ 承継（法１１条３項） 

届出店舗の譲渡、相続、法人による合併（新設合併及び吸収合併）及び分

割により、建物所有者が変更になった場合の届出です（法６条１項の変更で

はありません）。 

 

(5)  届出の添付書類（法５条２項、施行規則４条） 

 

新設（法５条１項）、変更（法６条２項、法附則５条１項）の届出を行う際の添付書

類の内容が次のとおり定められています。内容としては、設置者の確認及び配慮を行

う事項の詳細又は根拠です。 

 

① 法人にあってはその登記事項証明書（個人の場合⇒住民基本台帳法による本人確認

情報：P30） 
② 主として販売する物品の種類 
③ 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置

を示す図面（建物配置図、各階平面図） 
④ 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及

 

いて、大規模小売店舗の新設をする日の繰上げを行うもの 

④ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させるもの 

    （1,000 平方メートル以下となる場合は、廃止届の提出が必要です。） 

⑤ 増床する店舗面積が、直近に行われた届出面積の合計の 10％又は 1,000 平方メ

ートルのどちらか小さい面積を超えないもの 

⑥ 駐車場又は駐輪場の収容台数を増加させるもの 

⑦ 荷さばき施設の面積を増加させるもの 

⑧ 廃棄物等の保管施設の容量を増加させるもの 

⑨ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻の繰下げ又は閉店時刻の繰

上げを行うもの 

※ 届出事項の詳細は、巻末資料（P359）を参照してください。 

 

(2)  開店等の制限 

 

届出がされた場合、次のとおり営業制限があります。（届出はその期間を加味して行

ってください。） 

 

  ア 次の届出については、届出後８か月間は新設または変更による営業はできません

（ただし、東京都が「意見なし」の通知をした場合は、この限りではありません）。 

 

○ 店舗の新設の届出（法５条１項） 

  

○ 届出事項変更の届出（法６条２項） 

・ 店舗の新設をする日 

・ 店舗面積の合計 

・ 施設の配置に関する事項 

（駐車場の位置及び収容台数、駐輪場の位置及び収容台数、 

荷さばき施設の位置及び面積、廃棄物等の保管施設の位置及び容量） 

 

○ 既存店の届出事項変更の届出（法附則５条１項） 

・ 店舗面積の合計 

・ 施設の配置に関する事項 

（駐車場の位置及び収容台数、駐輪場の位置及び収容台数、 

荷さばき施設の位置及び面積、廃棄物等の保管施設の位置及び容量） 

 

  イ 設置者が東京都の意見を踏まえ、届出事項を変更する旨の届出又は変更しない旨の

通知をしたときは、届出又は通知の日から２か月間は当該届出に係る新設または変更

による営業はできません（法８条９項）。 

 
(3)  軽微な変更、一時的な変更 

 

ア 軽微な変更（法６条４項ただし書） 

   敷地内の次の施設の位置の変更で、周辺地域の生活環境が変更前に比して変化し

ないと知事が認めたものは、８か月間を待たず、認めた日以降変更できます。 
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びその算出根拠 
⑤ 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐

車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項 
⑥ 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法 
⑦ 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行

う時間帯 
⑧ 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面 
⑨ 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼動

時間帯及び位置を示す図面 
⑩ 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠 
⑪ 夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれ

る場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及び

その算出根拠 
⑫ 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の

結果及びその算出根拠 
 

 

４ 説明会の開催 

 

新設（法５条１項）及び変更（法附則５条１項、法６条２項）の届出をした場合、

届出から２か月以内に説明会の開催等を行うこととなっています。 

 

(1)  説明会の計画にあたって 

 

・ 立地法７条２項の規定による説明会等の開催の公告をしようとするときは、あ

らかじめ、開催の時期、内容等について、都知事あて協議するようお願いしま

す。 

・ ２か月以内に説明会が開催できるよう計画的に行ってください。 

 

(2)  説明会の計画・周知 

 

① 公告による周知範囲は、説明会を開催する場合は当該店舗の敷地境界から半径 500

メートルの範囲又は当該店舗の所在区市町村長との調整により定めた区域としま

す。 

② 説明会は１回を原則として開催していただきますが、出席者が相当数あると見込ま

れる場合その他特に複数回の開催が必要と考えられる場合等は、店舗の所在区市町

村長との調整により３回を上限として複数の開催を行っていただくことがありま

す。 

③ 説明会の開催は、店舗の所在地の周辺施設において行ってください。 

なお、開催時間は、なるべく多くの方の出席が可能な時間帯（平日の夜、または休

日の昼）に設定してください。 

④ 説明会の開催日時、場所等の公告は、開催予定日の１週間前までに、日刊紙への掲

載、日刊紙へのチラシの折込又は設置者及びその関係者以外が行う郵便ポスト等へ

の戸別配付により行い、当該方法に併せて、新設計画地又は当該店舗内の主要な出

入口にも掲示してください。 

 

(3)  説明会に代わる掲示  

 

変更する事項が次のいずれかに当てはまる場合、説明会を掲示により行うことがで

きます。 

① 開店時刻を変更し、閉店時刻を変更しない場合であって、変更後の開店時刻が午前

８時以降のとき（閉店時刻が午後 10 時よりも後である場合を含む。） 

② 閉店時刻を変更し、開店時刻を変更しない場合であって、変更後の閉店時刻が午後

10 時以前のとき（開店時刻が午前８時よりも前である場合を含む。） 

③ 開店及び閉店時刻をともに変更する場合であって、変更後の開店時刻が午前８時以

降、かつ、変更後の閉店時刻が午後 10 時以前のとき 

④ その他地域の生活環境への影響がほとんどないと認められる場合 

※ 閉店時刻について、周辺環境に著しい影響を及ぼすと認められるときは、説明

会を開催していただきます。 

※ 上記の変更に加え他の変更事項がある場合は原則説明会の開催が必要です。 

※ 掲示の期間は掲示の日から縦覧期間終了日までです。公告による周知範囲は当
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・ 立地法７条２項の規定による説明会等の開催の公告をしようとするときは、あ

らかじめ、開催の時期、内容等について、都知事あて協議するようお願いしま

す。 

・ ２か月以内に説明会が開催できるよう計画的に行ってください。 

 

(2)  説明会の計画・周知 

 

① 公告による周知範囲は、説明会を開催する場合は当該店舗の敷地境界から半径 500

メートルの範囲又は当該店舗の所在区市町村長との調整により定めた区域としま

す。 

② 説明会は１回を原則として開催していただきますが、出席者が相当数あると見込ま

れる場合その他特に複数回の開催が必要と考えられる場合等は、店舗の所在区市町

村長との調整により３回を上限として複数の開催を行っていただくことがありま

す。 

③ 説明会の開催は、店舗の所在地の周辺施設において行ってください。 

なお、開催時間は、なるべく多くの方の出席が可能な時間帯（平日の夜、または休

日の昼）に設定してください。 

④ 説明会の開催日時、場所等の公告は、開催予定日の１週間前までに、日刊紙への掲

載、日刊紙へのチラシの折込又は設置者及びその関係者以外が行う郵便ポスト等へ

の戸別配付により行い、当該方法に併せて、新設計画地又は当該店舗内の主要な出

入口にも掲示してください。 

 

(3)  説明会に代わる掲示  

 

変更する事項が次のいずれかに当てはまる場合、説明会を掲示により行うことがで

きます。 

① 開店時刻を変更し、閉店時刻を変更しない場合であって、変更後の開店時刻が午前

８時以降のとき（閉店時刻が午後 10 時よりも後である場合を含む。） 

② 閉店時刻を変更し、開店時刻を変更しない場合であって、変更後の閉店時刻が午後

10 時以前のとき（開店時刻が午前８時よりも前である場合を含む。） 

③ 開店及び閉店時刻をともに変更する場合であって、変更後の開店時刻が午前８時以

降、かつ、変更後の閉店時刻が午後 10 時以前のとき 

④ その他地域の生活環境への影響がほとんどないと認められる場合 

※ 閉店時刻について、周辺環境に著しい影響を及ぼすと認められるときは、説明

会を開催していただきます。 

※ 上記の変更に加え他の変更事項がある場合は原則説明会の開催が必要です。 

※ 掲示の期間は掲示の日から縦覧期間終了日までです。公告による周知範囲は当
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びその算出根拠 
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５ 届出後の流れ 

 

(1)  届出の公告・縦覧 

 

・ 届出された事項については、東京都公報により公告します。 

・ 公告した届出書は都の窓口で縦覧できます（縦覧期間は４か月）。 

 

 ＜縦覧場所・時間等＞ 

○縦覧できる日及び時間：開庁日の 9:30～16:30（正午から午後１時までを除く） 

 ○縦覧場所 

   〒163-8001 

    東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 東京都庁第一本庁舎 ３０階北側 

    東京都産業労働局商工部地域産業振興課大型店環境調整係 

    電話 03(5320)4777、4788、4789 

 

(2)  法８条１項に基づく意見（区市町村の意見） 

 

・ 届出の公告後、都は、当該地域の区市町村から、周辺地域の生活環境の保持の見

地からの意見を聴きます。（意見を述べる期間は縦覧期間内） 
・ 区市町村の意見は、東京都公報により公告します（縦覧期間は１か月）。 

 

(3)  法８条２項に基づく意見（住民等の意見） 

 

・ 届出の公告に対し、周辺地域の生活環境の保持のため配慮する事項に対して意見

を有する者（当該区市町村の居住者、事業活動を行う者等）は、設置者に対し、

都への意見書の提出により意見を述べることができます。 
・ 意見が述べられる期間は縦覧期間内です。 
・ 提出された意見は東京都公報により公告します（縦覧期間は１か月）。 

 

該店舗の敷地境界から半径 100 メートルの範囲又は当該店舗の所在区市町村長

との調整により定めた区域です。 

 

(4)  説明会の開催報告 

 

説明会終了後、開催結果の報告書を提出していただきます。説明会が天災等によ

り開催できなかった場合はその旨の報告していただきます。 
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